
教育職員に関する「業務量管理・健康確保措置
実施計画」の策定及び実施に向けて

～「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等の

一部を改正する法律」（給特法等一部改正）に基づいて～

学校指導課

資料１
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Ⅰ 実施計画策定に向けて

令和8年4月1日より施行される「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等の一部を改正する法律」に基づき、教職
員の業務量管理や健康確保措置について、計画の策定及び実施状況の公表、総合教育会議での報告が義務づけられた

１．【通知】文部科学省（令和7年9月26日付）7文科初第1404号

３．【実施計画の内容】
○政府の目標として令和11年度までに
・１箇月の時間外在校等時間を平均３０時間程度に削減【現状 R6 小学校：30時間38分 中学校：35時間28分】
・１年間の時間外在校等時間を３６０時間以下に削減
・１箇月あたりの時間外在校等時間を４５時間以下の割合を１００％【現状 R6 小学校：81.3％ 中学校：69.4％】

○実施計画の策定に向けて
・岐阜市教職員サポートプラン2020の取組などから現状を把握
・学校と教師の業務の「３分類」の内容を参考に整理
・具体的な目標、取組内容、方法、期間などを策定

２．【上記を受けて岐阜市教育委員会が実施すること】
①業務量管理や健康確保措置実施計画（以下実施計画）の策定
②毎年の実施状況の公表
③総合教育会議での報告
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Ⅱ 文部科学省が示す学校と教師の業務の３分類 （文科省資料）
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Ⅲ 講ずべき措置に関する指針（改正）のポイント （文科省資料）
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Ⅳ 実施計画策定に向けたスケジュール
１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 R８．４月 ５月・・・R9.1月

教
育
委
員
会
の
動
き

学
校
へ
の
働
き
か
け

教
育
委
員
会
幹
部
へ
の
通
知
の
説
明
と
策
定
へ
の
見
通
し
提
案

定
例
教
委
⑫
前
出
し
（11
月
12
日
）

実
施
計
画
（
案
）
完
成

で
の
公
表
準
備

校
長
か
ら
教
職
員
へ
説
明

学
校
か
ら

保
護
者
等
へ
の
説
明

サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
２
０
２
０
の
見
直
し

業
務
の「
３
分
類
」
検
討

③
具
体
的
取
組
内
容
、
方
法
、
期
間
の
検
討

②
担
当
課
へ
の
分
担

①
業
務
の
３
分
類
検
討

「
実
施
計
画
」
作
成

教
育
委
員
会
幹
部
へ
の
進
捗
報
告

総
合
教
育
会
議
⑥
実
施
計
画
の
実
施
状
況
の
報
告
と
公
表

定
例
教
委
⑮
提
案
（2
月
18
日
）

に
て
公
表
（4
月
1
日
）

学
校
か
ら
学
校
運
営
協
議
会
へ
の
説
明

検
討
委
員
会
①
（
政
策
課
・
指
導
課
・安
指
課
・
魅
力
等
）

検
討
委
員
会
②

検
討
委
員
会
③

実
施
計
画
完
成

校
長
会
役
員
会
で
説
明

総
合
教
育
会
議
⑥
実
施
計
画
策
定
及
び
実
施
に
向
け
て
説
明

H
P

H
P

P
T
A

校
長
会
で
説
明

5


